
（受付順）

照会日 受付番号 内容 回答日
令和6年1月22日 2024-1 届書に係る時効の考え方 未回答

令和6年1月22日 2024-2
同一事業所内における社会保険適用促進手当の標準
報酬算定除外対象の取扱い

令和6年3月5日

令和6年1月29日 2024-3
育児休業等終了時報酬月額変更届の各月の報酬月
額に加算する賞与に係る報酬額

令和6年5月16日

令和6年1月31日 2024-4
二以上事業所勤務者が高齢任意加入する場合の事
務処理方法

令和6年10月31日

令和6年2月1日 2024-5 被扶養者の認定に係る添付書類（収入の確認） 令和6年4月22日
令和6年2月1日 2024-6 新型コロナワクチン接種手当が報酬となるか 令和6年4月26日
令和6年2月2日 2024-7 内縁の配偶者死亡後のその子の扶養認定 令和6年2月26日
令和6年2月2日 2024-8 資格取得届の取扱い（住民票の写しの添付） 令和6年2月22日
令和6年2月5日 2024-9 各種手当が報酬等に該当するか否かの判断 令和6年4月26日
令和6年2月5日 2024-10 給与規程等に定めのない一時金が報酬となるか 令和6年4月2日
令和6年2月9日 2024-11 在宅勤務導入による通勤費の月額変更 令和6年3月19日

令和6年2月20日 2024-12 厚生年金が最高等級の被保険者の月額変更 令和6年2月21日

令和6年3月13日 2024-13
二以上（70歳以上被用者）の継続再雇用に係る70
歳以上被用者不該当日の取扱い

未回答

令和6年3月13日 2024-14
本社管理による同日得喪日と同月に70歳到達する
場合の厚生年金被保険者期間の有無

令和6年5月28日

令和6年3月13日 2024-15
報酬等の範囲に係る判断（鉄道会社の自社線乗降
可能な社員証は通勤手当かについて）

令和7年3月7日

令和6年3月14日 2024-16
出身国において同性婚が認められた女性の出生時
育児休業の取得の可否

令和7年3月31日

令和6年3月14日 2024-17
自営業者を扶養認定する際の必要経費といて償却
資産等購入代金の取扱い

未回答

令和6年4月24日 2024-18
報酬等の範囲に係る判断（投票所立会人に従事し
た際の手当）

令和6年5月17日

令和6年6月4日 2024-19
支店等が海外にある場合の借上住宅に係る現物給
与の価額

令和6年6月11日

令和6年6月14日 2024-20 報酬等の範囲に係る判断（発明・考案報奨） 令和6年7月1日
令和6年6月24日 2024-21 三親等の傍系血族間の内縁関係について 令和6年6月24日
令和6年7月8日 2024-22 全喪事業所からの遡及届出の可否 令和6年7月11日

令和6年7月11日 2024-23
国民健康保険組合の被保険者に係る健康保険の適
用除外の取扱いの適用について

未回答

令和6年7月23日 2024-24
産前産後免除期間に付加保険料を納付している者
が遡及して法定免除に該当した場合の取扱いにつ
いて

令和6年8月23日

令和6年8月9日 2024-25
在留資格の変更に伴う短期滞在期間の免除申請の
取扱いについて

令和6年9月30日

令和6年8月15日 2024-26
報酬等の範囲に係る判断（ストックオプションに
係る所得税の事業主負担）

令和6年9月2日

令和6年9月4日 2024-27 離婚分割請求後の離婚後内縁関係の認定について 令和6年9月4日
令和6年9月6日 2024-28 タクシー通勤している者に係る交通費の計算方法 令和6年9月17日

令和6年10月2日 2024-29
入社日から欠勤が続いた者に係る資格取得年月日
の訂正の可否

令和6年10月18日

令和6年10月2日 2024-30 病気休職中の被保険者が転籍した場合の取扱い 令和6年10月18日
令和6年10月3日 2024-31 離婚分割請求後の離婚後内縁関係の認定について 令和6年10月4日

令和6年10月21日 2024-32
報酬等の範囲に係る判断（事業所が負担している
生命保険料）

未回答

令和6年12月3日 2024-33
健康保険日雇特例被保険者手帳における告知要求
制限の取扱い

令和6年12月4日
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ノート注釈
青文字をクリックすると
その疑義照会回答ファイルが
開きます。

回答日欄に「未回答」とあるのは、開示請求日現在、年金局が検討中で日本年金機構に回答していない疑義照会です。
そのため疑義照会回答ファイルはありません。
後日回答を入手しましたら購入者宛個別に連絡、提供します。
日本年金機構が疑義照会を取下げた場合は何も対応しません。
／榊原悟志




